
 

                                                                     

令和  6年 1 1 月 1日 

 

   経済産業大臣 殿 

 

申請者 

住 所 （〒578-0948） 

大阪府東大阪市菱屋東 3丁目 8番 20号 

名称：         國友熱工株式会社 

代表者役職：       代表取締役 

代表者氏名：       坪田 輝一 

 （法人番号： 5122001002413）   

 （法人にあっては名称、法人番号（法人番号がある場合）及び代表者の役職・氏名） 

  

 

 

賦課金に係る特例の要件に係る宣言書 

 

 

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（以下「法」という。）第３７条

第１項の規定により、賦課金に係る特例の認定を受けたいので、再生可能エネルギー電気の利

用の促進に関する特別措置法施行規則（以下「施行規則」という。）第３０条第２号の規定によ

り、必要な情報の公表を行うことを宣言いたします。 

 また、下記を順守することについても、併せて宣言いたします。 

 

記 

 

１．２０２５年１月１５日（水）までに、施行規則第３０条第２号の規定による情報の公

表を行い、法第３７条第１項の規定による認定の申請を行った経済産業局に、別紙に

より申し出ること。 

２．賦課金に係る特例の適用を受ける期間においては、情報の公表を継続すること。 

  



（別紙） 

                                                                  

令和 6年 11月 12日 

 

   経済産業大臣 殿 

 

申請者 

住 所 （〒578-0948） 

大阪府東大阪市菱屋東 3丁目 8番 20号 

名称：        國友熱工株式会社 

代表者役職：       代表取締役 

代表者氏名：       坪田 輝一 

 （法人番号：   5122001002413）   

 （法人にあっては名称、法人番号（法人番号がある場合）及び代表者の役職・氏名） 

  

 

賦課金に係る特例の要件に係る情報の公表について 

 

 

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第３０条第２号の規定

により、下記の通り情報の公表を行いましたので、申し出ます。 

 

記 

 

管 理 番 号 2405627 

情 報 公 表 先 

（注１） 
http://www.kunitomo-nekkou.co.jp 

    

（注１）情報を公表した URL等を記載し、その内容が分かる資料を添付すること 
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